
監視社会における近代的個人をめぐる構図

ИЙD.ライアンの「キリスト教的人格」を中心にИЙ
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1．問題の所在

　社会の「現在」を指し示す、あるいは現在の

「社会」を総称する概念として、近年の社会学で

は「後期近代」という語が頻繁に使用されるよう

になった。ディシプリンの垣根を取り払い、やや

過去にさかのぼるならば「ポストモダン」という

概念が、その語のはらむ多義性や問題性に多くの

疑念が突きつけられてきたにせよ、いまなお有力

な候補としてしばしば使用されている。

　そのような後期近代／ポストモダン社会論とし

て、監視社会論という研究領域がある。周知のよ

うに、監視社会論は英米を中心に 1990 年前後か

ら徐々に浮上してきた現代社会論のひとつで、日

本ではD.ライアンの『監視社会』（Lyon 2001＝

2002）が邦訳されて以来、その議論が一般に認知

されたといえる。隣接する同時代の研究領域であ

るリスク社会論では「リスクのモニタリング（監

視）」（今田 2007: 2）という文脈で、社会の監視

化について言及されている。また、情報社会論で

は、情報化がもたらすネガティブな側面として監

視社会が取り上げられ（山口 2007: 81）、（ポス

ト）福祉国家論ではネオリベラリズムと共振する

セキュリティの上昇の表れとして、監視化が語ら

れている（酒井 2001）。

　これまで監視社会論は、多くのディシプリンに

よって、多くの論点について、さまざまな水準に

おいて記述されてきた（野尻 2008: 124）。監視

社会を理論化する作業をおこなっている先行研究

を、最近の日本社会学にかぎって参照するならば、

監視社会の内的な作動原理を理論的に記述した鈴

木謙介（鈴木 2005）、「社会的なもの」の終焉と

いう問題設定のもとで、社会の監視化によって規

律と連帯が喪失していると論じた三上剛史（三上

2007）、広く現代社会の全般的な趨勢や現状のな

かで社会の監視化を「ポストモダンの実在的兆

候」であると指摘した新睦人（新 2008）などを

挙げることができる。前者は日本における監視社

会の内的原理を理論社会学的に記述した業績とし

て、後二者は、理論的精密さと博学な文献サーベ

イによって、監視社会（論）を現代社会学のなか

に位置づけた業績として、大きな意義をもつとい

えるだろう。

　本論では、ライアンにならいつつ、監視を「個

人の身元を特定しうるかどうかはともかく、デー

タが集められる当該人物に影響を与え、その行動

を統御することを目的として、個人データを収

集・処理するすべての行為」（Lyon 2001＝2002:

13）と定義し、そのような行為が生み出す文化的

環境の総体を、監視社会として捉えておこう。

　ところで、ライアンは、監視社会をめぐって取

り上げられる広範な事例やその議論の射程の広さ

から、さまざまな先行研究において頻繁に引用さ

れている。しかしそこでは、引用者自身の議論を

補強するために部分的に言及されることが多く、

ライアンの独特な議論のもつ理論的意義が十分に

理解されてきたとはいいがたい。たとえば、近代

社会および社会理論の基底的な構成要件である

「近代的個人」にたいして、社会の監視化がいか

なる影響を与えるとライアンは考えているのか、
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そしてそのような事態にたいするかれの批判的な

構想理論とは何なのかについて、論理的な一貫性

をもって抽出する作業が十分におこなわれてきた

かといえば、けっしてそうとはいえない。本論が

おこなうのは、そのような理論的な試みである。

　すなわち本論の目的は、ライアンが監視社会に

たいする批判的な議論において提起した規範的な

人間像について主題的に検討することである。そ

の方法として、まずライアンの議論を理論内在的

に再構成することで、上述の人間像の思想的・理

論的背景を明らかにする。つぎに、ライアンと対

比的に位置づけられるいくつかの議論を外在的に

比較する。これらの作業をとおして、監視社会に

おける「近代的個人」をめぐる議論の構図を浮か

び上がらせる。そしてそこでのライアンの位置を

確認することで、かれの議論がなぜ監視社会論と

して広い射程をもったのかを理論社会学的に明ら

かにすることが本論の課題である。

2．D.ライアンにおける「キリスト教的人
格」

(1) 宗教的建築物としてのパノプティコン

　前述したように、監視社会研究はD.ライアン

の体系的な議論によってその見取り図が描かれた

といってよい。本章では、ライアンの監視社会に

たいする問題認識とその方法、そしてそれらの帰

結としての規範的な主張を検討することによって、

かれが監視社会批判において提起した人間像を再

構成する。

　ライアンが監視社会の問題群を理論的に把握す

るさいに出発点としたのは、J.ベンサムのパノプ

ティコンにたいする再解釈である。監視社会論に

限らず、社会学の文脈においてベンサムのパノプ

ティコンが登場するのは、M.フーコーの『監獄

の誕生ИЙ監視と処罰』におけるパノプティコン

解釈を敷衍して言及されるのが一般的な傾向であ

る。しかしライアンは、フーコーとは異なるパノ

プティコン解釈によって、監視社会批判の糸口を

見出していくのである。まず、フーコーの議論に

おけるパノプティコンの位置を確認する。

　周知のように、フーコーは『監獄の誕生ИЙ監

視と処罰』において、監視と処罰の歴史過程を素

材に、規制する身体をもとにして個人性を造りだ

す規律・訓練という権力技術と知の関連を浮かび

上がらせることによって、「近代ヒューマニズム

における人間」（Foucault 1975＝1977: 147）の

誕生を描き出した。この「人間」とは、キリスト

教的な原罪を背負った精神とは異なり、「むしろ、

処罰・監視・懲罰・束縛などの手続から生まれ出

ている」近代＜精神＞が住みついた「人間」であ

る（Foucault 1975＝1977: 33）。そして、その近

代＜精神＞を生み出す権力技術の「建築学的な形

象」（Foucault 1975＝1977: 202）として、ベン

サムの考案した一望監視施設であるパノプティコ

ンに言及する。

　フーコーによれば、パノプティコンの主要な効

果は「権力の自動的な作用を確保する可視性への

永続的な自覚状態を、閉じ込められる者にうえつ

けること」であり、「閉じ込められる者が自らそ

の維持者たる或る権力的状況のなかに組み込まれ

る」ことである（Foucault 1975＝1977: 203）。

また、パノプティコンは「日常生活と権力との諸

関係を規定する一つの方法」として、「一般化が

可能な一つの作用モデルとして理解されなければ

ならない」（Foucault 1975＝1977: 207）。このよ

うな権力の装置が漸進的に拡張し、多様化するこ

とによって「規律・訓練的な社会」が形成される

のである（Foucault 1975＝1977: 211）。

　以上のフーコーのパノプティコン解釈にたいし

て、ライアンはつぎのような指摘から議論を説き

起こし、フーコーとは異なる解釈を提示していく。

ライアンによれば「多くのユートピア主義者の構

想と同じように、パノプティコンは宗教的源泉を

もっていた」（Lyon 1991: 599）。ベンサムにとっ

てパノプティコンとは、キリスト教という外皮を

奪われ世俗化した社会において、社会秩序を維持

するための宗教の代替物なのである（Lyon
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1995: 308）。

　ベンサムの『パノプティコン』の序文には、つ

ぎのようなエピグラフがある。「あなたは私の歩

みも休みも知っておられる。私のすべての道を熟

知なさっている。暗闇だけが私を囲み、まわりの

光が夜になれと私に言っても、あなたの御前では

暗闇も暗闇ではなく、夜も昼のように明るい」

（Lyon 1991: 599）。これは、旧約聖書の『詩篇』

139 篇「創造者の全知と偏在」の一節である。ラ

イアンは、ベンサムが『パノプティコン』の序文

にこの一節をエピグラフとしてもちいていること

に注目し、「ベンサムは、パノプティコンの骨子

を構想するにあたって、神の全知にかんする自身

の理解をもとに自由に描き出した」と指摘する。

すなわち、「宗教よりも合理性にもとづいた社会

についてのベンサムの探究は、キリスト教の中心

的な核を拒絶したが、一方でその内容は保持し

た」のである（Lyon 1991: 599）。

　では、パノプティコンにおいて表れている、ベ

ンサムが拒絶したキリスト教の中心的な核とはな

にか。ライアンによれば、『詩篇』139 篇が示し

ているのは「神の全知は規律の可能性だけでなく、

人格的な配慮（personal care）と密接な関係が

ある」という点である（Lyon 1995: 309）。しか

し、功利性の原理を基礎に道徳哲学を構築したベ

ンサムは、宗教性を排し、合理的な管理という目

的においてのみパノプティコンを構想したことで、

宗教的な教義のもつ豊かなコンテクストである

「配慮」の側面を見落としている、とライアンは

指摘する。ベンサムは、（神ではなく）人間が

「すべてを見渡す」ことを可能にするという欲望

によって、人間の有限性を否定している（Lyon

1995: 309）。啓蒙主義の倫理思想を継承し、イギ

リス経験論の伝統に立つ功利主義者ベンサムにと

って、形而上学的・神学的思考を排除することは

必然的な帰結であると考えられるだろう1)。この

ように、ライアンはパノプティコンそのものを換

骨奪胎することによって、フーコーのパノプティ

コン解釈をベースにした議論の文脈から離れるこ

とで、監視社会論を構築していくのである。

　┪詩篇』139 篇を導きの糸とすることによって、

ライアンは「知る／知られる（見る／見られる）

ことの相互性（the mutuality of knowing）」につ

いて指摘し、それが「管理」としての側面のみな

らず「配慮」としての側面をもつと述べる（Ly-

on 1993: 674）。「道徳的な服従を促進する手段と

しての本質的な人間の知識は、思いやりのある配

慮の土台としての知識と分離することはできない。

後者は、恐怖ではなく信頼を喚起する。また、そ

れは寛容や受容、そして相互性の可能性にもとづ

くのである」（Lyon 1995: 309）。

　ライアンの現代社会における監視の問題認識、

すなわち「監視はふたつの顔をもつ」（Lyon

2001＝2002: 14）という「監視の両義性」（野尻

2009）にかんする叙述は、以上のようなパノプテ

ィコンの理論的解釈によってもたらされたものに

ほかならない。監視の両義性のうち「管理」の側

面が前面化していくような事態が、監視社会なの

である。パノプティコンをめぐって、ベンサムが

歴史から神を取り除き、フーコーが人間性を告発

した（Lyon 1991: 607）のだとすれば、後述する

ように、ライアンはキリスト教的な人間観に立ち

返ることで、監視社会にたいするオルタナティブ

な規範的原理を提唱していくのである。

(2) キリスト教的人格

　前節では、ライアンのパノプティコン解釈およ

びそれを通した監視社会の問題認識について検討

した。そこで明らかになったのは、監視のもつ両

義性のうち、「管理」に傾いているのが現代社会

の特徴であるという点であった。それでは、その

ような監視の問題にたいして、ライアンはどのよ

うな理論的対応を考えているのだろうか。推察さ

れるように、それは監視の両義性のもう一方であ

る「配慮」の次元に目を当てることである。「パ

ノプティコンを神の全知の世俗的な模倣として捉

えることは、いくつかの重要な批判の構成要素を

もたらす」（Lyon 1993: 675）。パノプティコン解
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釈および監視の両義性テーゼから導出される監視

批判の主張を見てみよう。

　ライアンによれば、監視にたいする批判的な理

論は「生身の人間についての、完全な知覚という

文化的な強迫観念についての、そして監視の政治

学を導く倫理についての、首尾一貫した見解から

与えられなければならない」（Lyon 2001: 124）。

それはつぎのような規範的な原理を出発点とする。

人間は本質的に社会的である。したがって、

コミュニケーションは不可欠である。ここには

ふたつの含意がある。第一に、コミュニケーシ

ョンの倫理において、対面性の概念が特権視さ

れなければならない。……第二に、他者への配

慮は人間性に由来する根源的な要求である。

（Lyon 2001: 125）

　第一の含意から導出されるのは「人間の再身体

化（re┳embodying persons）」という論点であり

（Lyon 2001: 151）、第二の含意から導出されるの

が「他者への配慮（care for the Other）」という

論点である（Lyon 2001: 153）。ここで示されて

いるのは、キリスト教的な規範的価値をまとった

人間像であり、それはライアンの倫理的姿勢、ま

た価値的立場（Lyon 2001: 151）として考えるこ

とができる。

　監視研究の第一作目の著書である The Electron-

ic Eyeでは、ライアンは自身の監視批判への姿勢

について、その導きとしてアウグスティヌスの

『神の国』に言及し「人間性というものは、アウ

グスティヌスによって非難され、そして、今日プ

ライバシーにかんする言説においてよくささやか

れるような、自己所有の個人主義としてではなく、

連帯や尊厳、そして責任に重きを置く＜神の似姿

（the imago dei)＞として理解される」と述べてい

る（Lyon 1994: 222）。ライアンはまた、『監視社

会』の注において「神学的には、社会的存在とし

ての人間（persons┳as┳social）という概念は、三

位一体（Trinity）の教義に起源をもつ。イマー

ゴ・デイ、すなわち神の似姿としての人間には、

その源泉が有する、本質的に社会的な性格が反映

している」（Lyon 2001: 173）として、キリスト

教神学的な水脈を引き込み、議論の補強をはかっ

ている。

　これらの記述を考慮するならば、ライアンの監

視社会のオルタナティブとして提出されている

「人間の再身体化」と「他者への配慮」というふ

たつの論点は、三位一体論などを背景としたキリ

スト教思想に基づいていると考えることができる。

パノプティコンにたいして『詩篇』139 編の含意

から「管理」のみならず「配慮」としての側面を

も読み込んでいく理論的解釈とは、ディストピア

としてのパノプティコンそれ自体をポジティブに

捉え返すことによって、監視社会にたいするオル

タナティブを引き出そうという試みの裏書きであ

ったといえるだろう。そのような理論的解釈は、

監視社会の記述理論であるとともに、規範的な社

会理論として、ライアンの議論の背景に存在して

いるのである。

　ライアンによって監視社会にたいする問題解決

の規範的原理として提唱された人間概念、すなわ

ち近代的な「自律した個人（autonomous indi-

vidual）」ではなく「闘争ではなく慈悲によって、

理性ではなく信仰によって到達することのできる、

責任ある人間」（Lyon 1994: 213）を、本論では

「キリスト教的人格」と呼ぶことにする。それは

「自らの『自由意志』によって『善』を選ぶこと

を通して、天使や人間は、自らが神によく似た善

なる存在であることを証明する」（仲正 2007:

189┡90）ような、アウグスティヌス以来のキリス

ト教思想を理論的背景としてもつ人間像なのであ

る。

(3) 科学技術の人間観に抗して

　ライアンが「キリスト教的人格」を背景にもつ

人間像を導出するさいに述べていた「完全な知覚

という文化的な強迫観念」（Lyon 2001: 124）と

いう指摘について、本節では若干の説明をくわえ
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ることで、ライアンの監視社会認識のもうひとつ

の背景的な文脈を明らかにしておく。

　社会の監視化の背景について、リスク管理の興

隆やそれを可能にする監視技術の性能の向上があ

ることは、あらためていうまでもないことである

が、それだけでは監視化という現象は説明できな

いとライアンは指摘する（Lyon 2001: 124）。人

びとが監視技術を肯定し受容していくこと、すな

わち現代における「この技術文化的な要請には、

宗教的なルーツがある。超越的な基準を参照する

ことなしに社会的な問題を解決できるとする、人

間の能力にたいする誤った西欧的な信仰である」

（Lyon 2001: 113）という。また、「技術」につい

てライアンは別の箇所で、M.ハイデガーの「技

術の本質は技術的なものではない」という指摘を

引用しながら、つぎのように述べる。「ヒューマ

ニズムは技術の対立物ではない。そうではなく、

事物の中心に人間を措定することから派生する制

御的かつ支配的なアプローチを技術は表現してい

る」（Lyon 1994＝1996: 24┡5）。

　近代社会は「理性の役割を強調し、神の介入を

貶めることによって、神の摂理の世俗版ともいう

べき進歩の観念の種が蒔かれた」（Lyon 1994＝

1996: 17）。そのような「進歩への信仰」にもと

づいた近代的世界観は、人間の自由や幸福を増大

すると考えられる科学技術の膨大な発展を生み出

した。現代における「シミュレートされた監視」

はそのような科学技術を背景として作りだされ社

会的に普及したものであるが、その土台には「完

全な知識という夢」というイデオロギーがある

（Lyon 2001: 86）。このイデオロギーは、「道徳」

を「確率」にすり替えるような、「道徳的な基準、

たとえば寛容や罪悪感、そして公正を実質的に代

替する功利主義的な道徳計算」（Lyon 2001: 10）

を推し進めていく。ライアンにとって監視社会と

は、このような近代における「科学技術の人間

観」への信仰をその駆動力とすることによって、

道徳（的行為）の主体である自律的な「近代的個

人」の輪郭がぼやけていくような、逆説的な事態

なのである。

　本章では、ライアンの監視社会の理論的な問題

認識と、それにたいして提起される「キリスト教

的人格」をもつ人間像を中心に検討してきた。こ

のようなライアンの批判的／規範的な理論の射程

をどのように評価することができるだろうか。以

下、2章および 3章では、ライアンとは異なる視

座と方法によって異なる結論を導いているいくつ

かの議論を検討することで、かれの議論のもつ射

程を明らかにするための足がかりとしてみたい。

3．擬制としての「近代的主体」

　前章で検討したライアンにたいして、法哲学者

の大屋雄裕は、監視社会においては個人の主体性

（およびそれを前提として立ち上がる自由）が切

り縮められているとして、近代リベラリズムが前

提としてきた「主体の論理」を再建することが必

要であると主張する（大屋 2004、2007）。

　まず、大屋の監視社会にたいする問題認識およ

びその視座と方法から確認していこう。日本社会

において監視という問題領域が徐々に可視化し批

判的な議論がはじまった当初、法（哲）学者によ

る監視国家批判と市民的自由の擁護がそこでのお

もな論点だった。メディア法学者の田島泰彦をは

じめとする、国家対市民社会という理論枠組みか

らの監視批判はその代表例である（田島・斎藤・

山本編 2003）。とくに米国同時多発テロ以降、国

家主導で空港などに導入された、虹彩スキャナー

などの監視システムを鑑みるならば、現代におい

てもそのような国家権力批判の重要性は依然とし

て失われていない。しかし大屋も指摘するように、

「監視への欲望は国家の独占物ではない」（大屋

2004: 214）。むしろ、監視の技術が社会全体に広

く浸透し、企業や地域共同体、あるいは個人がそ

れらの技術を利用するようになった事態こそ、ラ

イアンをはじめとした論者が指摘している監視社

会なのである。そこで大屋は、社会の監視化とい

う問題を論じるために、近代的個人を成り立たせ
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ている「自由」について、原理的に再検討するこ

とから出発する。

　大屋は I.バーリンの自由論、積極的自由と消

極的自由というふたつの自由概念の区別を出発点

として、このバーリンの区分にたいする井上達夫

の批判を参照しつつ、自由概念を再検討していく。

周知のように、消極的自由とは外的な強制が欠如

していること、すなわち「干渉の不在」として定

義され、積極的自由とは「自己支配」、すなわち

理性的存在の自律性を意味している（齋藤 2005:

27）。このふたつの自由概念のうち、バーリンの

消極的自由の概念では、他者の意思にもとづくの

ではない「自然的障害」による制約が定義上排除

されているという。すなわち「故意なき干渉、そ

もそも不可能であるという事実などは、自由を制

約することにならない」のである2)（大屋 2004:

218）。そして、この自然的障害として大屋が注目

するのが「アーキテクチャ」である。

　アーキテクチャとは、L.レッシグ（Lessig

1999）がインターネット空間における規制を主題

的に論じて以降、注目を集めるようになった概念

で、われわれの行動を物理的に制約する構造のこ

とをさす。大屋は、法や規範などの従来まで主流

であった規制手段と、アーキテクチャを決めるコ

ードによる規制との違いを「規制手段への意識を、

それらが必要とするかどうか」という点にあると

指摘する（大屋 2004: 218）。すなわち、法や規

範が機能するためには「われわれが法や規範の存

在を認識し、内面化する必要がある」のにたいし

て、アーキテクチャを決定するコードは「支配さ

れている対象を主体として想定しなくとも機能す

る」のである（大屋 2004: 218┡9）。こうしたア

ーキテクチャの権力が作動することの帰結として

大屋が問題化するのは、われわれの行為可能性お

よびそれを前提に成立する自由が削がれていき、

人びとが「対象としてのみ扱われることによって、

行為の主体としての性格を喪失していく」という

点である（大屋 2004: 221）。

　さらに、アーキテクチャにたいする認識が制約

され、個人の意識を経由せずにアーキテクチャが

作動するということが意味するのは、主体がみず

からの認識にもとづいた批判的な検討がおこなわ

れないということである。すなわち、アーキテク

チャの設計にかんする自由をも奪われていると考

えることができるだろう。そして、アーキテクチ

ャを通じて、危険を排除するためにわれわれの行

為可能性をソフトに奪っていく「親切な社会」に

現れている論理を、大屋は「配慮の論理」と呼ぶ

のである（大屋 2004: 222）。

　├配慮の論理はわれわれの主体性を排除し、そ

こにおいて人間はさまざまな属性の集合体へと還

元されてしまう。『自由な自己決定』あるいは

『自律』という観念は、その前提を失うことによ

って空疎化してしまう」（大屋 2004: 223）。この

ような配慮の論理にたいする批判的な論理として

大屋が提示するのが「主体の論理」である。

　この「主体」とは「自らの行為の帰結に自覚的

であり帰責可能性を持つ」存在である（大屋

2004: 224┡6）。すなわち、フーコーがパノプティ

コンをもちいて描いた、制限＝規律・訓練への意

識を基礎に成立する自由をもつ近代的「個人」の

特性である。大屋にとって情報化社会（がもたら

す監視社会）における個人の自由の問題点とは、

アーキテクチャによって行為選択が狭められるこ

とではなく、「さまざまな行為選択の可能性がわ

れわれの前からあらかじめ隠されてしまうことに

よって、このような制限が不可視のものになるこ

と」なのである（大屋 2004: 226）。そして「情

報化社会における自由の命運を左右しているのは、

主体の論理と配慮の論理のいずれを取るべきかと

いう問題」であり、「そこにおけるわれわれの課

題は、リベラリズムが前提としてきた主体の論理

を再建することにある」と結論する（大屋 2004:

226）。このような、大屋が監視批判として提唱す

る主体を、本論では「リベラルな主体」と呼ぶこ

とにする。
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4．社会の統治手段としての「人格」

(1) ├人格」亡きあとのリベラリズム

　前章で検討してきた大屋の「近代的主体」の再

建、すなわち「リベラルな主体」の擁護という主

張にたいして、同じく法哲学者である安藤馨は、

現在の社会の監視化という状況について、功利主

義リベラリズムという分析視角からまったく異な

る結論を下す。それは、自律的で人格的な個人は、

監視技術の発達した現代においてはもはや無用で

ある、という結論である（安藤 2007a、2007b）。

安藤は、ライアンが監視批判を導き出すために立

ち返った、パノプティコンの構想者であるベンサ

ム以降の功利主義という道徳哲学を現代的に再構

成し、その論理的な帰結として、そのような結論

を提出するのである。

　安藤は功利主義を、おもに統治理論の側面から

の理論的再構築をはかることによって、J.ロール

ズ以降の現代のリベラリズムという政治理論を立

ち上げることを試みる。そして、功利主義を「諸

個人の善き生の構想とは独立の、快苦ないし欲求

充足の社会全体における最大化を基準とすること

によって統治決定を行うことを命じている正義の

論理」であると定義する（安藤 2007b: 33）。安

藤によれば、人格を意識主体の予期と愛着のパタ

ーンと同視するという時点主義的人格観をもつ統

治功利主義は、人格の自律や自由、あるいは人格

それ自体については内在的な関心を持っていない

という（安藤 2007a: 269、280┡1）。これについ

て安藤は、D.パーフィットの人格論をひきなが

ら、つぎのように説明する。

功利主義に対して寄せられるお決まりの批判

として、功利主義は人格の個別性に充分配慮し

ていない……といったものが挙げられる。……

しかし、人格の個別性がなぜ道徳的に重要なも

のなのかは論証さるべき事柄であって、議論の

前提ではない。……我々の人格はそれを構成す

る各時点での各意識としてのみ道徳的重要性を

持つに過ぎない。重要なのは人格ではなく各時

点での意識である。（安藤 2007a: 227┡8）

　すなわち、功利性の増大を目的とする統治功利

主義にとって、人格とは「目標達成上の純然たる

手段」（安藤 2007a: 242）であり、もし統治コス

トの低減をはかることのできる別の統治技術や統

治能力があれば、その統治単位が自律性を有する

人格的な個人である必然性はないと論じる。その

ような統治技術として挙げられるのが、アーキテ

クチャである。安藤の例を引用するならば、赤信

号で車を止めるのは、意識主体が交通法規という

規範を内面化しそれに服従するからである。しか

し、赤信号になったときに自動的に車が止まるよ

うに車が設計されているならば、車を止めるか否

かといった判断はわれわれの意識にはのぼらない

し、そのような規範を主体が内面化する必要もな

い（安藤 2007a: 274）。

　統治功利主義にとって、現在進行しつつある統

治技術の発達とともに、その統治単位が縮小して

いくことを拒否する理由はない。「家族を統治単

位とした時代から個人を統治単位とする時代へと

移行した後に、ついには各刹那ごとの意識主体の

切片を統治単位とする時代が来ること」（安藤

2007a: 277）は何ら不思議なことではない。「必

要なのは『自律的主体』の行方に関する漠然たる

不安などではなく、監視という形で発達しつつあ

る統治技術が功利主義にかなう形で用いられるこ

と」を保証し、J.オーウェル的なディストピアを

いかに防ぐかを考えることである3)（安藤 2007a:

277）。

　現代におけるアーキテクチャ型権力＝統治技術

の発達が高い功利性を保障するならば、「『人格』

やその自律、それらを前提とする近代的な『個

人』はもはや無用である」と結論する（安藤

2007b: 35）。これが安藤のいう、統治の原理とし

ての古典的功利主義を現代的に再構成した「人格

亡きあとのリベラリズム」である。
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(2) 人間管理と「自己」のゆくえ

　安藤の社会分析について、宮台真司は、効用計

算の準拠枠であるパラメーターが置き換わってし

まった、すなわち「主体という準拠枠をベースに

して効用を集計することで規則やシステムの合理

性を論じうるという信念が、無意味になってきた

可能性がある」と要約している（浅田・東・磯

崎・宇野・濱野・宮台 2009: 64┡5）。

　このような統治技術に着目し主題的に論じた研

究として、社会思想史研究の重田園江による先駆

的な業績がある4)（重田 2003）。重田は、「人間」

という存在を成立せしめる認識枠組みそのものへ

の着眼というフーコー的な方法論をもちいて、

「福祉国家とは別のタイプの新しい統治実践」（重

田 2003: 17）を描き出す。その事例として挙げ

られるのは、犯罪者プロファイリング（offender

profiling）や GIS（Geographic Information Sys-

tem）である。

　たとえば前者では「犯罪行為を理解するために、

個人としての犯罪者の特異なパーソナリティに踏

み込み、それを追体験するといった知のあり方は、

統計プロファイリングでははっきり拒否されてい

る」（重田 2003: 254）。自己意識や個性以前の人

間の表面的な行動パターンが統計的なデータとし

て処理され、知と統制の対象となる。また後者で

は「人間が空間内にその他の対象物とともに置か

れ、その配置が時間を通じていかに変化するかが

記録され、分析される」（重田 2003: 218）こと

によって、従来とはまったく異なった人間管理が

おこなわれていく。ここでの分析の焦点は、急速

に発達し普及を遂げているコンピュータ技術（お

よび統計的手法）が生み出す、新たな社会的リア

リティやそうした現実認識にもとづく秩序の構築

という点にあるといえる。

　では、新たな統治テクノロジーによって構築さ

れる社会において、個人や自己が消滅するのかと

いうと、そうではないと重田は論じる。たとえ統

治の単位が分割された行動パターンの統計データ

に縮小したとしても、人間の自己意識そのものま

で溶解するわけではなく、そのような諸データの

束として自己を知覚するようになるわけでもない

からである（重田 2003: 255）。問題はむしろ、

意識主体としての自己が「実感する」ことのでき

るリアリティの範囲と、人間管理のあり方との乖

離がますます進んでいくことにある。断片化され

たデータが自己へと差し戻される回路を失い、自

己統治を存立せしめた規律化への抵抗やあつれき

が消失することによって、自己やアイデンティテ

ィはとめどなく膨張していく可能性がある。それ

は「自己認識と人間の統治との間で接点や摩擦点

が失われてゆくこと自体が生み出す、他者関係と

社会関係の変化」という新しい問題なのである

（重田 2003: 256）。

　安藤が挙げた、赤信号で自動的に停止するよう

車が設計されるような、監視という形で発達しつ

つある統治技術、また重田が挙げた、人間の行動

パターンを地図上にプロットするような人間管理

の技法、これらの技術が社会にあまねく存在する

ような社会のことを、ユビキタス（神が遍在す

る）社会として敷衍することができるかもしれな

い。それはライアンの指摘していた、あらゆる知

識や情報を管理可能なかたちで手中におさめよう

とする、科学技術の人間観がもたらす監視社会に

ほかならないのである5)。

5．結びにかえて

　本論では、「キリスト教的人格」をもつ人間像

をその理論的な背景とするライアンの批判的な監

視社会論を一貫したかたちで内在的に再構成し、

これと対比的に位置づけうると考えられるいくつ

かの議論を検討してきた。最後に、2～4章で検

討してきた議論をあらためて整理することで、ラ

イアンの監視社会論のもつ射程を明らかにしてみ

たい。

　アーキテクチャをはじめとする環境管理の監視

技術は、「セキュリティ」を確保することで、人

格的な配慮の不要な状態（without care）を作り

194



出す。大屋はそのような社会を、アーキテクチャ

を通じて危険を排除する「配慮の論理」が作動す

る「親切な社会」であると指摘し、カント的な自

由および責任概念を理論的背景にもつ「リベラル

な主体」の再建を説いた。これにたいして、安藤

は、監視という形で発達する統治技術の浸透によ

ってもたらされる社会をディストピア／ユートピ

アとして捉えるかどうかは「慣れ」の問題であり、

「近代的個人」はもはや無用であるとして、功利

性の原理を据えた「人格亡きあとのリベラリズ

ム」を提唱した。これらの対比的な議論の構造を

抽象するならば、監視社会における近代的個人を

めぐる議論の構図が浮かび上がってくるだろう。

すなわち、人々が監視技術を受容することによっ

て、主体性や人格、自律、自由などの近代的個人

をめぐる構成要件が変容しはじめているのではな

いか、という論点をめぐって議論が展開されてい

ると考えることができるのである。

　このような構図を念頭に置いたうえで、あらた

めてライアンの「キリスト教的人格」を捉え返し

てみよう。「スーパーパノプティコン」（Poster

1990＝2001: 205）というべきアーキテクチャの

監視技術が生み出す監視社会を、ライアンは科学

技術の人間観にたいする人びとの強迫観念／信仰

が支える社会として捉え、そのアンチテーゼとし

て「キリスト教的人格」をもつ人間像を提起した。

それは『詩篇』139 篇から導出された、「恐怖で

はなく信頼を喚起する」人間像である。このこと

が意味するのは、神のような超越的な配慮者を想

定しそれを人格概念と結びつけることによって、

大屋のように「リベラルな主体」に戻るわけでも、

安藤のように個人の人格や自律を無用のものとす

るわけでもなく、自律的な「近代的個人」という

擬制＝フィクションに抵触せずに方法的な解決を

導きうる「信頼」の立場を示した、ということで

ある。すなわち、大屋や安藤が、監視社会におけ

る近代的個人の主体性や自由といった概念をどの

ように価値づけるかという地平で議論を展開して

いるのにたいして、ライアンはそうした地平には

立っていないのである。

　では、ライアンが監視社会における近代的個人

を捉えようとするとき、かれはいかなる地平に立

っているのか。それは、自己／他者関係という位

相、「コミュニケーション」という地平ではない

だろうか。本論の 2章を振り返るならば、筆者が

「キリスト教的人格」と呼んだライアンの人間観

とは、監視を「見る／見られることの相互性」に

おいて捉えることでそこに「管理」のみならず

「配慮」としての側面を見出し、さらに監視社会

における人間を「コミュニケーション」において

捉えることで監視にたいする批判的な理論を導く

ものであった。すなわち、ライアンは、監視を個

人の主体性や自由を切り崩すもの（監視は個人に

とって是か非か）として捉えるのではなく、それ

を「コミュニケーション」において（「管理」か

つ「配慮」として）捉えることによって、前者と

は別の角度から監視社会を論じる地平を切り開い

ているのである。そして「コミュニケーション」

という地平の思想的背景にあるのがキリスト教的

人間観であり、この方法的な立場をとることこそ

が、監視社会にたいするライアンの規範的な態度

表明なのである。

　近代主義の生み出す監視（技術）を近代的個人

の外側に対置するのではなく、監視を「コミュニ

ケーション」において捉え、監視という「コミュ

ニケーション」を可能にする技術に社会的な位置

づけを与えること。これが、技術を社会の超越的

な審級の座から引きずりおろし、主体とともにあ

るようなかたちで技術を飼いならすためにライア

ンが採用した、方法的な戦略であるといえるだろ

う。大屋と安藤、そしてライアンの、監視社会に

おける近代的個人をめぐる構図から明らかになる

のは、以上のようなライアンの監視社会論のもつ

理論（社会学）的な射程なのである。

　ライアンの方法的／理論的な解決は、技術への

信仰という近代的な原理が生み出す、監視社会と

いう問題にたいするひとつの有効な解釈枠組みで

あるといってよいだろう。しかし、監視社会を捉
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えるために用意された「コミュニケーション」と

いう地平は、一神教的な「神」への信仰を共有す

る（キリスト教的な）人格的共同体のみをその思

想的な背景として成立しているわけではない。監

視社会という問題枠組みは、本論の冒頭で触れた

三上の提起する「社会的なもの」の終焉という現

代社会認識とも問題意識を共有しつつ、重田がい

うような新たな他者関係／社会関係のかたちとし

て、より一般的なコミュニケーション論の文脈に

おいてさらに問いを深めていく必要がある。

注
1) ├かれがつくり出そうとしたのは、人間本性につい

ての観察可能な事実（とかれが見なしたもの）と

一
０
致
０
しているうえに、宗教的または神秘的な諸観

念に少しも頼らなくてよい道徳理論であった」

（Dinwiddy 1989＝1993: 35）。強調は原著者。

2) イギリスの政治哲学者 J.グレイは、バーリンの消

極的自由にかんして、行為者の自由の大きさをそ

の行為者の欲望と関連させることによって「欲望

とそれを満たす機会が常に一致するように完璧に

設計された『すばらしい新世界』（brave new

world）には、自由の欠如はありえないという結論

を導き出してしまう」と指摘する（Gray 1989＝

2001: 85）。

3) 安藤はまた、A.ハックスリーの『すばらしい新世

界』の方が功利主義のユートピア／ディストピア

に近いと指摘し、「だが、はっきりいって我々がそ

れをディストピアだと思うかどうかは多分に慣れ

の問題であるだろうと思う」と述べる（安藤 2007

a: 277）。

4) ただし、重田の論考では本論の 1章で扱ったよう

な、キリスト教の文化的背景と深くかかわる西欧

近代における主体や自己については考察から除外

されている（重田 2003: 20）。

5) ここで述べてきたことは、技術に疎い人文学者の

杞憂ではない。たとえば日本のユビキタス・コン

ピューティングの第一人者である坂村健は、RFID、

いわゆる ICタグ等の利用にかんして「人間に

RFID を付けるのではなくて、人間が環境に付けら

れた uコード（ユビキタスコード引用者注）の状

況を読み取るというように、情報の流れる方向と

サービスに対する主体性を重視すべき」だとして、

同様の技術を「人間」の自動認識へ転用すること

の危険性を警告している。（坂村 2007: 131）。
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